
評価項目・評価基準・配点等評価方法に関する事項 

 評価項目 評価基準 配点 

１ 事業実施にあ

たっての基本

的 な 考 え 方 、

業務目的の理

解度 

 北九州市における高血圧の課題解決の必要性と業務の目的を

理解し、明確なコンセプトが提案されているか 

 高血圧治療ガイドライン等に基づき、科学的根拠をふまえた取

組が示されているか 

 市と協力し目的を達しようとする姿勢がみられるか 

１０ 

２ 業務実施体制  個人情報の管理体制が十分に構築できているか 

 プログラムの実証参加者からの問い合わせ等に対応できる体

制であるか 

 スケジュールは無理なく、また実現可能なものであるか 

５ 

３ 保 健 指 導  

プログラムの

開発 

【アプリ等に関すること】 

 簡単に操作ができるような機能となっているか 

 セキュリティ対策が整っているか 

５ 

【プログラムに関すること】 

 医療専門職が対面で実施する保健指導を補完できるプログラ

ムとなっているか 

 市民のニーズに対応する新しい技術の活用や斬新なサービス

など、新規性があるか 

 本実施を行うにあたって、コストや効率性が妥当であるか 

１０ 

４ プログラムの 

実証 

 健康に関して無関心な層も含めた参加を促す効果的な提案・工

夫があるか 

 参加する企業と連携がとれる体制があるか 

 実証終了まで参加者が脱落しない効果的な提案・工夫があるか 

１０ 

５ こ れ ま で の 

実績 

高血圧の保健指導に関する事業の実績 ２ 

１０ 

高血圧以外の保健指導に関する事業の実績 ２ 

高血圧治療に関する事業の実績 ２ 

アプリ等の開発に関連する事業の実績 ２ 

自治体との連携実績 ２ 

合 計 ５０点 

 

 

① 評価基準表に従い、評価を行う。 

 ５点満点×２項目＋１０点満点×４項目＝５０点満点にて採点 

 各委員 ５０点満点×４人＝総合計２００点満点 

 

② 最低基準点の設定 

 総合計１２０点以上とする（６割以上） 

 



③ 合計の最高得点者を最優秀提案者として選定する。 

 

④ 採点が同点の場合の取扱い 

  参考見積書の金額が安価なほうを受託候補者とする。さらに、見積金額も同額の場合は、

評価項目 1 の評価が高いほうを受託候補者とする。 


